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第３章 空家等対策計画 

１ 空家等対策に関する基本方針 

（１）基本理念 
建築物はまちを構成する重要な要素であり、空き家についてもその管理と活用

が適切に行われる必要があります。 

空き家の管理責任は所有者等（所有者又は管理者）にありますが、相続問題や

経済的な事情等から、適切な管理が行われない空き家が、防災、衛生、景観等の

地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしている場合もあります。 

所有者等の第一義的な責任を前提にしながらも、地域住民の生命、財産等を保

護するとともに、生活環境の保全を図るため、市、地域及び関係団体が連携して

空き家対策に取り組みます。 

空き家に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、適切な管理と活用を促進す

ることで、安全安心な住み続けられるまちづくりを進めます。 
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活用の促進 

活用したい団体・事業者とのマッチング制度により、空き家の流通・活

用を促進し、空き家の減少を図ります。また、活用に関する情報提供・相

談窓口の充実を図ります。 

「問題のある空き家」の解消 

適切な管理が行われていない「問題のある空き家」に対して各種施策の

実施や法制度を適用することで適切な管理を促進し、周辺地域に悪影響を

及ぼす問題のある空き家の解消を図ります。 

相談体制の構築 

各種団体の協力や連携により、空き家問題に関する所有者の相談・情報

提供に適切に対応するとともに、上記 3 つの施策を推進します。 

（２）空家等対策の基本施策 
空家等対策として以下の４つの基本施策を実施します。各基本施策の方向性と

取組を次のページに示します。 
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「問題のある空き家」の発生予防・抑制 

空き家の発生や管理の状況を速やかに把握します。また、啓発・情報提

供を積極的に実施し、「問題のある空き家」の発生予防・抑制を図ります。 

1 

2 
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【各基本施策の方向性と取組】 
「問題のある空き家」の発生予防・抑制 

ア 空き家の実態把握 法定事項３ 

(ア)おくやみ窓口による空き家の届出 継続 

(イ)空き家実態調査 継続 

(ウ)空き家の現地調査 継続 

(エ)空き家データベースの整備 継続 

 

イ 「問題のある空き家」にしないための啓発と情報提供 法定事項４ 

(ア)市公式ウェブサイト等での啓発、専門家と連携した相談会等の実施 拡充 

(イ)ふるさと納税返礼品としての空き家目視点検サービスの PR 継続 

(ウ)空き家の発生を抑制するための特例措置の周知 継続 

（譲渡所得の金額から 3,000 万円を上限に控除される制度）  

 

活用の促進 

ア 空き家の流通、活用の促進 法定事項５ 

(ア)利活用希望団体バンクによる空き家の流通促進 新規 

(イ)リフォーム相談窓口、市内業者リスト等の整備 新規 

(ウ)活用事例の調査・情報発信 新規 

 

「問題のある空き家」の解消 

ア 問題のある空き家の解消促進 法定事項４ 

(ア)適切な管理が行われていない空き家所有者への助言、指導 継続 

(イ)空き家除却費補助金 継続 

(ウ)除却の促進に向けた情報提供等の実施 継続 

(エ)空き家管理代行サービスの活用促進のための情報提供 継続 

（シルバー人材センターのサービスチラシ DM 送付等）  

(オ)セミナーや相談会の実施 継続 

 

  

1 

2 
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イ 管理不全空家等への対応 法定事項４ 

(ア)空家法に基づく管理不全空家等への勧告 

(固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外) 

新規 

 

(イ)相手方不在の空き家について、財産管理人制度等の活用 拡充 

 

ウ 特定空家等に対する措置 法定事項６ 

(ア)空家法に基づく対応（行政代執行による除却等） 継続 

 

 相談体制の構築 法定事項７ 

(ア)空き家問題の苦情への対応、空き家所有者等の相談への対応・体制の構築 継続 

(イ)専門家相談窓口の拡充（弁護士、宅建士、建築士、不動産鑑定士等） 拡充 

 

 

「法定事項」とは空家法第７条第２項で規定された事項を示します。 

法定事項３：空家等の調査に関する事項 

法定事項４：所有者等による空家等の適切な管理に関する事項 

法定事項５：空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

法定事項６：特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

法定事項７：住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

 

各基本施策の取組における「新規」、「拡充」、「継続」の定義は以下の通りです。 

新規 ：本計画に記載し新たに実施する取組 

拡充 ：前計画に記載済または実施済の取組の規模、内容を広げるもの 

継続 ：前計画に記載済または実施済の取組 
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２ 空家等対策の取組 

前のページで整理した基本施策に対応した取組の具体的な内容を以下に示し

ます。 

① 「問題のある空き家」の発生予防・抑制 

ア 空き家の実態把握 

(ア) おくやみ窓口による空き家の届出 

所有者がお亡くなりになったことにより、一戸建て住宅が空き家になった場合

は、「おくやみ窓口」において、空き家の管理等に関する届出書の提出を案内し

ています。 

■空き家の管理等に関する届出様式 

 

継続 

1 
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(イ) 空き家実態調査 

市域における空き家の実態を把握し、空き家データベースを構築するため、実

態調査を行います。 

加えて、所有者の居住実態やニーズを把握し、施策に反映させるため、空き家

所有者を対象としたアンケート調査を実施します。 

これまでに 2016 年度と 2022 年度に実施しました。実施時期は計画の改定

時期とします。 

 

(ウ) 空き家の現地調査 

「問題のある空き家」（ランク 2～5）については、そのまま放置されると老朽

化が進行し危険性が増加する恐れがあることから、関係部署とともに毎年現地調

査を実施し、状況の変化等を把握します。 

 

(エ) 空き家データベースの整備 

空き家に関する情報を管理し、適切な対応ができるよう空き家のデータベース

を整備します。（イ）で空き家データを整備し、（ウ）及び日常業務で得た空き家

情報をもとに、空き家でなくなったものの削除や新たな空き家の追加等の更新作

業を行います。 

データベースの内容は以下のとおりです。データベースをもとに空き家情報カ

ルテを作成し、管理を行います。 

■データベースの内容 ■空き家情報カルテ（例） 

データ管理 管理番号/調査番号 

所在 住居表記/地番表記 

危険度判定 ランク/各指標の最高点/危険性/

生活環境/防犯性 

所有者等情報 所有者名等/住所 

家屋情報 構造/建築年/床面積/地上階数 

現地調査 物件情報/表札等/倒壊のおそれ/

衛生面/景観面/その他 

所有者調査 送付状況/回答状況/回答結果 

  

継続 

継続 

継続 
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イ 「問題のある空き家」にしないための啓発と情報提供 

(ア) 市公式ウェブサイト等での啓発、専門家と連携した相談会等の実施 

問題のある空き家を発生させないための適切な管理、空き家となった家屋の空

き巣被害の危険性の周知等を市公式ウェブサイトや広報あんじょう、啓発チラシ

等で行います。さらに、所有者へ確実に届けるために、DM や、納税通知書の送

付と合わせた啓発を検討します。 

また、リーフレットを作成し空き家に関する相談先等について情報提供を行い

ます。 

■納税通知書の裏面に記載する例 

 
 

■啓発チラシの例 

 
資料：総務省「空き家対策に関する実態調査結果報告書」 

 

 

  

   空き家の適正管理を！

 管理が十分でない空き家については、法律に基
づき、家屋の修繕や雑草の刈り取りなどを指導して
います。
 近隣住⺠や周辺環境に配慮した適正な管理をお願
いします。

拡充 
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■空き家に関する情報提供リーフレット 
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各種団体との連携による空き家相談会の開催等を実施して、空き家所有者等の

管理責任について啓発するとともに、活用による空き家解消に関する情報を提供

します。さらに、市の職員が地域の集まり等に出向き、空き家に関する啓発を行

うことを検討します。 

■専門家による空き家無料相談会の様子 

 

 

 

(イ) ふるさと納税返礼品としての空き家目視点検サービスの PR 

2018 年 9 月より、ふるさと納税の返礼品として安城市シルバー人材センタ

ーによる空き家目視点検サービスを利用できます。市外所有者に向けて空き家目

視点検サービスの利用について PR を行い、「問題のある空き家」の発生抑制を

図ります。 

 

(ウ) 空き家の発生を抑制するための特例措置の周知 

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋

の相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、

その敷地を含む。）または取壊し後の土地を譲渡した場合（2024 年１月１日以

降の譲渡については、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年２

月 15 日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であ

っても適用対象）には、当該家屋または土地の譲渡所得から最大 3,000 万円が

特別に控除されます。特例措置の適用期間は 2027 年末までとなります。 

この特例措置についてチラシ等を用いて周知を行います。 

■相続した空家の譲渡所得の特別控除 

 
資料：国土交通省 

継続 

継続 
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②  活用の促進 

ア 空き家の流通、活用の促進 

(ア) 利活用希望団体バンクによる空き家の流通促進 

空き家の流通を促進するために、利活用希望団体バンクの整備を検討します。 

利活用希望団体バンクとは、空き家所有者等と活動の拠点を探している団体の

橋渡しとなる情報提供・マッチングの場として、空き家を利用したい団体を登録・

公開し、空き家の所有者が利用してもらう団体を選ぶ仕組みです。 

利活用希望団体バンクでは、所有者が空き家の活用に向けて検討を進められる

よう、NPO 法人や社団法人等と連携したサポート体制についても検討します。 

空き家を公開する空き家バンクについては、空き家の所有者からの登録ニーズ

が高まってきた場合には、その設置を検討します。 

■利活用希望団体バンクの仕組み 

 

 

 

(イ) リフォーム相談窓口、市内業者リスト等の整備 

空き家の市場性を高めるためのリフォーム・修繕等の相談窓口や市内の業者を

まとめたリストを整備し、空き家の活用の促進を図ります。 

 

(ウ) 活用事例の調査・情報発信 

空き家及びその跡地の活用に関して、国や他自治体の先進事例を収集する等、

新規取組の調査研究に努め、安城市での適用について検討します。 

 

 

安城市

空
き
家
所
有
者

空
き
家
利
活
用
希
望
団
体

①登録申込

②登録票閲覧、
引き合わせ申込

③情報提供

④交渉・契約

新規 

新規 

新規 

2 
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③ 「問題のある空き家」の解消 

ア 問題のある空き家の解消促進 

(ア) 適切な管理が行われていない空き家所有者への助言、指導 

市民から苦情・相談がよせられた空き家について現地調査を行い、問題が確認

された空き家所有者等に対して空き家の現状を伝える文書を送付し、適切な管理

を依頼します。文書の送付では改善が見られない場合には、電話連絡や訪問面談

により所有者の意向を把握し、情報の提供、助言その他必要な援助を行います。 

 

(イ) 空き家除却費補助金 

地域の安全性の確保の視点から危険な空き家の解消を目的として、老朽化の激

しい不良住宅について、除却費用の 5 分の 4（一戸あたりの上限額は 20 万円）

を補助しています。今後も必要に応じて充実を図り、不良住宅の速やかな除却を

進めます。 

 

(ウ) 除却の促進に向けた情報提供等の実施 

空き家所有者等が活用する予定のない空き家について、跡地の有効活用に関す

る情報提供等により空き家の除却を促進し、跡地の有効活用を促します。 

情報提供は、市公式ウェブサイトや広報あんじょうを活用します。 

 

(エ) 空き家管理代行サービスの活用促進のための情報提供 

安城市シルバー人材センターによる空き家管理代行サービスの利用促進のた

め、チラシによる周知を行っています。同チラシは、ダイレクトメールで送付し

ている他、「問題のある空き家」の所有者等に適切な管理を依頼する文書にも同

封します。 

 

(オ) セミナーや相談会の実施 

空き家の管理責任は所有者等にあり、空き家管理に対する意識を高めていくこ

とが重要です。各種団体との連携による空き家相談会等を開催して、空き家所有

者等の管理責任について啓発するとともに、活用に関する情報を提供します。 

 

  

継続 

継続 

3 

継続 

継続 

継続 
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■空き家管理代行サービスのチラシ 

 

 

（2023 年 4 月 1 日現在） 
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イ 管理不全空家等への対応 

(ア) 空家法に基づく管理不全空家等への勧告 

管理の改善が見られない空き家等に対して、「管理不全空家等」として、空家

法に基づき「勧告」を行います。「勧告」を受けた敷地は、固定資産税等の住宅

用地特例の対象から除外されます。 

 

(イ) 相手方不在の空き家について、財産管理人制度等の活用 

所有者がいない（所在不明、相続放棄等）場合は、所有者に代わって空き家を

管理する「財産管理人の選任」による解消を促進します。 

 

ウ 特定空家等に対する措置 

(ア) 空家法に基づく対応（行政代執行による除却等） 

特定空家等については、空家法に基づき、所有者に対し「助言・指導」「勧告」

「命令」を行います。「勧告」を受けた敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の

対象から除外されます。 

「命令」に基づく措置が履行されない場合や、履行が十分ではない場合、ある

いは期限までに完了する見込みがない場合は、行政代執行法に従い対処します。 

  

新規 

継続 

拡充 
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■管理不全空家等及び特定空家等に対する措置フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理不全空家等の判定 

 

指導 

 

現地確認 

 

勧告実施の判断 

 

勧告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等の可能性があるものの把握 

 

職員による現地調査 

 

所有者等の調査 

 

空家等の判定 

 

情報の提供、助言その他必要な援助 

 

現地確認 

 

立入調査 

 

特定空家等の判定 

 

助言・指導 

 

現地確認 

 

勧告実施の判断 

 

勧告 

 

意見書の提出、機会付与の通知 

 

命令 

 

戒告書による通知 

 

代執行令書による通知 

 

行政代執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入調査 

 

特定空家等の判定 

 

 

 

 

 

対応方法の判断 

 

 

 

 

 

公告 

 

 

 

 

 

緊急代執行 略式代執行  

 

 

（第 9 条第 1 項、第 10 条第 1 項、第 3 項） 

（第 12 条） 

（第 9 条第 2 項） 

（第 22 条第 1 項） 

（第 22 条第 2 項） 

（第 22 条第 4～8 項） 

（第 22 条第 3 項、第 15 項） 

相当の履行期間を経る 

相当の猶予期間を経る 

相当の履行期間を経る 

（第 22 条第 9 項） 

特定空家等の可能性があり、所有者不明の場合 

（第 22 条第 11 項） （第 22 条第 10 項） 

緊急の場合 

（第 13 条第 1 項） 

（第 13 条第 2 項） 

税特例解除 

（第 9 条第 1 項） 

管理不全空家等の可能性がある場合 

（第 9 条第 2 項） 

所有者判明の場合 

特定空家等の可能性がある場合 

（第 22 条第 10 項） 
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④  相談体制の構築 
(ア) 空き家問題の苦情への対応、空き家所有者等の相談への対応・体制の構築  

総合窓口として建築課を位置づけ、空き家の状況

に応じ相談する窓口をわかりやすく市民に伝えま

す。苦情に対しては、現地調査を実施し、所有者に

対し、問題解決に向けた援助を行い、建築課で情報

共有、統計化を図ります。 

相談窓口は、市公式ウェブサイト内の「空き家の

相談窓口」のページでも案内しています。 

 

■相談窓口一覧 

相談内容 担当課 電話番号 

【空き家相談総合窓口】 

建築物に関すること 

被相続人居住用家屋等確認書の発行

（譲渡所得 3,000 万円特別控除） 

宅地建物取引士による不動産・空き家相談 

建築課 0566-71-2241 

草木の繁茂・害虫等に関すること 環境都市推進課 0566-71-2206 

ごみの処分・分別の方法に関すること ごみ資源循環課 0566-76-3053 

防犯に関すること 市民安全課 0566-71-2219 

道水路への草木の越境等に関すること 維持管理課 0566-71-2237 

火災に関すること 
衣浦東部広域連合 

安城消防署 
0566-75-0119 

固定資産税に関すること 資産税課 
0566-71-2215（家屋） 

0566-71-2256（土地） 

弁護士による法律相談 

司法書士による法律相談 

相続登記測量相談 

（いずれも対象は、市内在住・在勤・在学の方） 

市民安全課 

（相談室） 
0566-71-2222 

 

 

(イ) 専門家相談窓口の拡充（弁護士、宅建士、建築士、不動産鑑定士等） 

関係団体と必要に応じて協定を締結する等、連携体制を構築し相続、管理、活

用、除却等に関する相談に対応するための相談窓口を拡充します。 

継続 

拡充 

4 

 

安城市空き家の相談窓口 

ウェブサイトの QR コード
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３ 計画の推進に向けて 

（１）実施体制の構築 
空き家対策を進めるため、庁内における実施体制を整えるとともに、協議会や

地域、関係団体との協力・連携体制を構築していきます。 

空き家がもたらす問題は分野横断的で多岐にわたり、行政の各部署が密接に連

携して対処する必要があることから、引き続き「空家等の適正管理に関する連絡

調整会議」において対応を協議するとともに、全庁型地理情報システム（ＧＩＳ）

で空き家情報を関係部署で共有します。建築課を総合相談窓口として位置づけ、

相談内容によって担当課を定めます。 

また、空家法第８条に基づく「空家等対策協議会」において、対策計画の作成

及び変更並びに実施について委員各位の専門的見地から意見を伺います。 

■空き家対策の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等の適正管理に
関する連絡調整会議

2014年度（平成26年度）～

協力・連携

空家等対策協議会
2014年度（平成26年度）～

関係団体地 域

安
城
市

協力・連携

●見守り
●情報提供

●相談対応
●情報提供

協力・連携

●委員各位の専門的見地から
の参考意見

●空き家対策の推進

■空家等の適正管理に関する

連絡調整会議 

組 織 

副市長 

市民生活部長 

建設部長 

建築課 

環境都市推進課 

ごみ資源循環課 

市民安全課 

維持管理課 

危機管理課 

資産税課 

行政課 

■関係団体 

団体名 関連分野 

愛知県弁護士会  法律 

愛知県司法書士会 相続・登記 

愛知県土地家屋調査士会 登記 

愛知県宅地建物取引業協会 不動産取引 

愛知建築士会 建築 

安城市シルバー人材センター 空き家管理代行 

民生委員 福祉 

町内会長連絡協議会 地域 

NPO 法人、社団法人等 管理・活用 
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（２）空き家対策における各主体の役割 
基本理念を踏まえ、空き家対策における「空き家の所有者等」「市」「空家等対

策協議会」「地域（住民、町内会、市民団体）」の果たすべき役割を整理します。 

ア 空き家の所有者等（所有者又は管理者） 

・空き家を適切に管理する。 

・利用する予定のない空き家については中古住宅市場に出す等の活用を図る。 

もしくは空き家を除却する。 

イ 市 

・適切な管理や活用を促す啓発、情報提供を行う。 

・空き家の活用や除却を支援する。 

・問題のある空き家の所有者等に対し、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切な指 

導等を行う。 

ウ 空家等対策協議会 

・空家等対策計画の作成及び変更並びに実施について委員の専門的見地から意見 

する。 

■空家等対策協議会 

役職 選任区分 所属又は役職等 

会長 市長 安城市長 

副会長 町内会 町内会長連絡協議会 

委員 法務（2 名） 弁護士／司法書士 

委員 建築（2 名） 学識経験者／一級建築士 

委員 不動産（2 名） 土地家屋調査士／宅地建物取引士 

委員 福祉 民生委員・児童委員協議会 

委員 公募市民  

委員 関係機関（2 名） 安城警察署生活安全課長／ 

安城消防署長 

委員 市長が必要と認める者  

 

エ 地域（住民、町内会、市民団体等） 

・問題のある空き家解消に向けた協力。 

・空き家の調査協力。 
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（３）ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の継続的な⾒直し 
計画の推進にあたっては、PDCA（計画・実施・評価・改善）サイクルに基づ

いて、取組状況の進捗管理や改善を行い、継続的に見直しながら進めます。 

同サイクルにおける評価については、成果目標の達成状況や施策の実施状況を

もとに行い、適宜改善策の検討や取組の一部見直しを行います。見直しの際には、

実態調査、アンケートを実施します。 

 

 
 

 

 

（４）空き家対策の成果目標 
2016 年から 2022 年への空き家件数推移や今後の社会情勢を踏まえると、

空き家件数は増え続けることが見込まれます。 

本市では、市民の生活環境に悪影響を及ぼす「問題のある空き家」件数を減ら

すことが重要であると考えます。そのため、2022 年度に把握した問題のある空

き家 133 件を 2031 年度までに 60 件へ減らすことを目指します。 

 

目標 現況 目標値（2031） 

２０２２年度に把握した

問題のある空き家※件数 
133 件 60 件 

※空き家実態調査における危険度判定でランク 2～5 

 

C
Check

（評価）

A
Action

（改善）

PDCA
サイクル

空家等対策計画の策定（見直し）

対策の実施

進捗状況の評価・検証

評価・検証結果を踏まえた
改善策の検討

P
Plan

（計画）

D
Do

（実行）


